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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体構造体を製造する方法において、
　結晶半導体基板（１）を設けるステップ、
　前記結晶半導体基板（１）の表面（OF）に接して、ポーラス領域（１０）を設けるステ
ップ、
　前記表面（OF）から前記ポーラス領域（１０）に、ドーピング物質（１２）を導入する
ステップ、および
　前記ポーラス領域（１０）を熱によって再結晶化して前記結晶半導体基板（１）の結晶
状ドーピング領域（１０’）を形成するステップ
を有しており、
　ただし前記ポーラス領域のドーピングタイプおよび／またはドーピング濃度および／ま
たはドーピング分布は、前記結晶半導体基板のドーピングタイプおよび／またはドーピン
グ濃度および／またはドーピング分布とは異なる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記ドーピング物質（１２）が導入されている間または導入された後に、第１の温度に
よる第１温度ステップが行われ、
　ただしこの第１温度では、前記ポーラス領域（１０）の構造的な転位は行われない、
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ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法において、
　前記第１温度ステップの後で、すぐ続けて第１温度から第２温度へ温度を上昇させるこ
とにより第２の温度による第２温度ステップが行われ、
　ただしこの第２温度では、前記ポーラス領域（１０）の構造的な転位が、熱による再結
晶化によって前記結晶状ドーピング領域（１０’）が形成されるまで行われる、
ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項記載の方法において、
　前記ドーピング物質（１２）は、キャリアガスの形態で前記ポーラス領域（１０）に導
入される、
ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項記載の方法において、
　前記ドーピング物質（１２）は、ガラスの構成要素として前記ポーラス領域（１０）に
導入される、
ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項記載の方法において、
　前記ドーピング物質（１２）は、液体中に溶解されて前記ポーラス領域（１０）に導入
される、
ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、
　前記液体は超臨界CO2を有する、
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法において、
　前記液体は補助溶剤を有する、
ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項記載の方法において、
　前記ポーラス領域（１０）の熱による再結晶化は、水素雰囲気下で行われる、
ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項記載の方法において、
　前記半導体基板（１）はシリコンまたは炭化シリコンからなる、
ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　結晶半導体基板（１）と、該結晶半導体基板の表面に接するウエルの形態の結晶ドーピ
ング領域（１０’）とを備えており、
　該結晶ドーピング領域（１０’）のドーピングタイプおよび／またはドーピング濃度お
よび／またはドーピング分布は、前記結晶半導体基板（１）のドーピングタイプおよび／
またはドーピング濃度および／またはドーピング分布とは異なっており、
　前記結晶ドーピング領域の深さ（ｔ）は、表面から少なくとも５０μmである、
ことを特徴とする半導体構造体。


	header
	written-amendment

